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（
内
閣
委
員
会
）

消
費
者
契
約
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
消
費
者
被
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
、
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
適
格
消
費
者
団
体
が
、

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
及
び
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
消
費
者
の
取
引
上
の
判
断
を
誤
ら
せ
る
不

当
な
行
為
等
に
つ
い
て
も
差
止
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

一
、
消
費
者
契
約
法
の
一
部
改
正

１

内
閣
総
理
大
臣
は
、
適
格
消
費
者
団
体
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
所
定
の
事
由
の
有
無
に
つ
い
て
公
正
取
引

委
員
会
及
び
経
済
産
業
大
臣
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
公
正
取
引
委
員
会
及
び
経
済
産
業
大
臣
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
適
格
消
費
者
団
体
に
対
し
て
適
当
な
措
置
を
と

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
そ
の
旨
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

内
閣
総
理
大
臣
は
、
適
格
消
費
者
団
体
に
よ
る
差
止
請
求
権
の
行
使
状
況
に
つ
い
て
、
電
磁
的
方
法
を
利
用
し
て
同
一

の
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
公
正
取
引
委
員
会
及
び
経
済
産
業
大
臣
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に
伝
達
す
る
も
の
と
す
る
。

３

そ
の
他
、
適
格
消
費
者
団
体
が
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
及
び
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
上
の
差
止
請
求

権
を
行
使
し
得
る
こ
と
と
す
る
こ
と
に
伴
う
文
言
の
修
正
等
の
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。

二
、
不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
の
一
部
改
正

適
格
消
費
者
団
体
は
、
事
業
者
が
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
一
般
消
費
者
に
対
し
て
、
商
品
又
は
役
務
の
内
容
に
つ
い
て
著

し
く
優
良
で
あ
る
と
誤
認
さ
れ
る
表
示
や
、
商
品
又
は
役
務
の
取
引
条
件
に
つ
い
て
著
し
く
有
利
で
あ
る
と
誤
認
さ
れ
る
表

示
を
す
る
行
為
を
現
に
行
い
又
は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
行
為
の
差
止
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

適
格
消
費
者
団
体
は
、
販
売
業
者
等
が
、
訪
問
販
売
、
通
信
販
売
、
電
話
勧
誘
販
売
、
連
鎖
販
売
取
引
、
特
定
継
続
的
役

務
提
供
又
は
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
に
お
い
て
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に
対
し
て
、
①
不
実
告
知
、
故
意
の
事
実
不
告

知
、
威
迫
・
困
惑
等
の
不
当
な
勧
誘
行
為
、
②
著
し
く
虚
偽
又
は
誇
大
な
広
告
、
③
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
無
意
味
に
す
る

よ
う
な
特
約
又
は
契
約
の
解
除
等
に
伴
う
損
害
賠
償
等
の
額
を
過
大
に
す
る
特
約
等
を
含
む
契
約
の
締
結
、
を
現
に
行
い
又

は
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
行
為
の
差
止
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
一
の
う
ち
経
済
産
業
大
臣
に
係
る
規
定
及
び
三
に

つ
い
て
は
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
及
び
割
賦
販
売
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
同
法
の
公
布
の
日
か

ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


